
岡
山
県
職
員
給
与
支
給
規
則
新
旧
対
照
表

新

旧

第
七
条

略

第
七
条

略

（
扶
養
手
当
の
支
給
）

第
七
条
の
二

給
与
条
例
第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
職
員
は
、
医
療
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
等
級
が
四
級
で

あ
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
の
三

給
与
条
例
第
九
条
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員

は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

公
安
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
等
級
が
九
級
で
あ
る
も
の

二

研
究
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
等
級
が
五
級
で
あ
る
も
の

の
う
ち
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
人
事
委
員
会

規
則
第
五
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
区
分
が
三
種
又
は
四
種
で
あ
る
も
の

（
扶
養
手
当
の
支
給
）

第
七
条
の
四

給
与
条
例
第
九
条
第
二
項
第
六
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

第
七
条
の
二

給
与
条
例
第
九
条
第
二
項
第
五
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

も
の
は
、
終
身
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
の
者
と
す
る
。

も
の
は
、
終
身
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
の
者
と
す
る
。

第
八
条

略

第
八
条

略

第
九
条

任
命
権
者
が
、
職
員
か
ら
前
条
の
届
出
を
受
け
た
場
合
は
、
届
出
書
記

第
九
条

任
命
権
者
が
、
職
員
か
ら
前
条
の
届
出
を
受
け
た
場
合
は
、
届
出
書
記

載
の
扶
養
親
族
が
、
給
与
条
例
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
を
備
え
て
い

載
の
扶
養
親
族
が
、
給
与
条
例
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
を
備
え
て
い

る
か
ど
う
か
を
確
か
め
て
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
か
ど
う
か
又
は
配
偶
者
の
な
い
旨
を
確
か
め
て
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

略

２

略

３

略

３

略



様式第１号（第８条関係）

平成 年 月 日提出

任命権者

岡山県職員給与条例（昭和26年岡山県条例第18号)第10条第１項の規定に基づき届け出ます。

備考　略

様式第１号（第８条関係）

平成 年 月 日提出

任命権者

岡山県職員給与条例（昭和26年岡山県条例第18号)第10条第１項の規定に基づき届け出ます。

備考　略

氏名職名 職員番号

勤務公署名 所属コード

略

現在 今回 No.

金　　額人数 金　　額

㊞ 添付書類

金　　額 人数 金　　額 人数 金　　額

略

配　偶　者 ①扶養一人目 ②扶養二人目以降 ①②中加算対象者 合計支給額

今回

金　　額 金　　額

合計支給額

　　年　　月　　日

給料表

子のうち加算対象者

人数 金　　額

父　母　等

人数

受 理 年 月 日 　　年　　月　　日
人数

生 年 月 日

認 定 年 月 日 　　年　　月　　日

支給(停止)年月日

続柄 性別
No. 支給停止年月

所　得　の　内　訳

略

氏名

略

同居別居の
別

９条２項５
号の当否

認定区分 扶養 支給開始年月

現在
扶　養　親　族　氏　名

受 理 年 月 日 　　年　　月　　日
配　偶　者 子

人数 金　　額

職業

認 定 年 月 日 　　年　　月　　日

支給(停止)年月日 　　年　　月　　日

職名 職員番号

（新）

（旧）

扶　　　養　　　親　　　族　　　届　　　出　　　書

勤務公署名 所属コード 住所

金　　額

扶　　　養　　　親　　　族　　　届　　　出　　　書

支給停止年月
生 年 月 日 職業 所　得　の　内　訳

人数

略

略

同居別居の
別

第９条第２項
第６号の当否

支給開始年月
扶　養　親　族　氏　名 続柄 性別

認定区分 扶養

住所

㊞

添付書類

等級



期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
表

新

旧

（
期
末
手
当
の
受
給
を
受
け
る
職
員
）

（
期
末
手
当
の
受
給
を
受
け
る
職
員
）

第
二
条

給
与
条
例
第
十
九
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
受
け

第
二
条

給
与
条
例
第
十
九
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
受
け

る
職
員
は
、
同
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
在
職
す
る
職
員
（
給
与
条
例

る
職
員
は
、
同
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
在
職
す
る
職
員
（
給
与
条
例

第
十
九
条
の
二
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
除
く

）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ

第
十
九
条
の
二
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
除
く

）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ

。

。

る
職
員
以
外
の
職
員
と
す
る
。

る
職
員
以
外
の
職
員
と
す
る
。

一
～
三

略

一
～
三

略

四

無
給
休
職
者
（
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
岡
山
県
条
例
第

四

無
給
休
職
者
（
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
岡
山
県
条
例
第

十
一
号
）
第
二
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
て
休
職
に
さ
れ
て

十
一
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
て
い
る
職
員
の
う
ち
、
給
与
の
支

い
る
職
員
の
う
ち
、
給
与
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
職
員
を
い
う

）

給
を
受
け
て
い
な
い
職
員
を
い
う

）

。

。

五
～
十

略

五
～
十

略

第
三
条

給
与
条
例
第
十
九
条
第
一
項
後
段
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、

第
三
条

給
与
条
例
第
十
九
条
第
一
項
後
段
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、

次
に
掲
げ
る
職
員
と
し
、
こ
れ
ら
の
職
員
に
は
、
期
末
手
当
を
支
給
し
な
い
。

次
に
掲
げ
る
職
員
と
し
、
こ
れ
ら
の
職
員
に
は
、
期
末
手
当
を
支
給
し
な
い
。

一
・
二

略

一
・
二

略

三

そ
の
退
職
に
引
き
続
き
次
に
掲
げ
る
者
（
ア
、
イ
、
ウ
、
オ
及
び
カ
に
掲
げ
る

三

そ
の
退
職
に
引
き
続
き
次
に
掲
げ
る
者
（
ア
、
イ
、
ウ
、
オ
及
び
カ
に
掲
げ
る

者
に
あ
つ
て
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
に
限
る

）
と
な
つ
た
も
の

者
に
あ
つ
て
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
に
限
る

）
と
な
つ
た
も
の

。

。

ア
～
オ

略

ア
～
オ

略

カ

一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
八
条
第
一
項
第
五
号

カ

一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
八
条
第
三
項
に
規
定

に
規
定
す
る
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
第
六
条
第
一
項
第
五
号
に
お

す
る
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
第
六
条
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
同

い
て
同
じ

）
の
職
員

じ

）
の
職
員

。

。

（
勤
勉
手
当
の
成
績
率
）

（
勤
勉
手
当
の
成
績
率
）

第
十
三
条

地
公
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二

第
十
三
条

地
公
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二



十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
次
条
に

十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
次
条
に

お
い
て
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う

）
以
外
の
職
員
の
成
績
率
は
、
当
該
職
員
の
職

お
い
て
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う

）
以
外
の
職
員
の
成
績
率
は
、
当
該
職
員
の
職

。

。

務
に
つ
い
て
監
督
す
る
地
位
に
あ
る
者
に
よ
る
勤
務
成
績
の
証
明
に
基
づ
き
、
当
該

務
に
つ
い
て
監
督
す
る
地
位
に
あ
る
者
に
よ
る
勤
務
成
績
の
証
明
に
基
づ
き
、
当
該

職
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の

職
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の

、

（

。

。
）

、

（

。

。
）

範
囲
内
に
お
い
て

各
任
命
権
者

そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含
む

以
下
同
じ

範
囲
内
に
お
い
て

各
任
命
権
者

そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含
む

以
下
同
じ

が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
各
任
命
権
者
は
、
そ
の
所
属
の
給
与
条
例
第
十

が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
各
任
命
権
者
は
、
そ
の
所
属
の
給
与
条
例
第
十

九
条
の
四
第
一
項
の
職
員
が
著
し
く
少
数
で
あ
る
こ
と
等
の
事
情
に
よ
り
、
第
一
号

九
条
の
四
第
一
項
の
職
員
が
著
し
く
少
数
で
あ
る
こ
と
等
の
事
情
に
よ
り
、
第
一
号

及
び
第
二
号
に
定
め
る
成
績
率
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
場
合

及
び
第
二
号
に
定
め
る
成
績
率
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
場
合

に
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で

に
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

き
る
。

一

勤
務
成
績
が
特
に
優
秀
な
職
員

百
分
の
百
十
以
上
百
分
の
百
八
十
以
下
（
特

一

勤
務
成
績
が
特
に
優
秀
な
職
員

百
分
の
百
十
五
以
上
百
分
の
百
九
十
以
下

定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
三
十
六
以
上
百
分
の
二
百
二
十
以
下
）

（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百
四
十
一
以
上
百
分
の
二
百
三
十
以
下
）

二

勤
務
成
績
が
優
秀
な
職
員

百
分
の
九
十
八
・
五
以
上
百
分
の
百
十
未
満
（
特

二

勤
務
成
績
が
優
秀
な
職
員

百
分
の
百
三
・
五
以
上
百
分
の
百
十
五
未
満
（
特

、

）

、

）

定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は

百
分
の
百
二
十
一
・
五
以
上
百
分
の
百
三
十
六
未
満

定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は

百
分
の
百
二
十
六
・
五
以
上
百
分
の
百
四
十
一
未
満

三

勤
務
成
績
が
良
好
な
職
員

百
分
の
八
十
七
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、

三

勤
務
成
績
が
良
好
な
職
員

百
分
の
九
十
二
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、

百
分
の
百
七
）

百
分
の
百
十
二
）

四

勤
務
成
績
が
良
好
で
な
い
職
員

百
分
の
八
十
七
未
満
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ

四

勤
務
成
績
が
良
好
で
な
い
職
員

百
分
の
九
十
二
未
満
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ

つ
て
は
、
百
分
の
百
七
未
満
）

つ
て
は
、
百
分
の
百
十
二
未
満
）

２
・
３

略

２
・
３

略

第
十
三
条
の
二

再
任
用
職
員
の
成
績
率
は
、
当
該
職
員
の
職
務
に
つ
い
て
監
督
す
る

第
十
三
条
の
二

再
任
用
職
員
の
成
績
率
は
、
当
該
職
員
の
職
務
に
つ
い
て
監
督
す
る

地
位
に
あ
る
者
に
よ
る
勤
務
成
績
の
証
明
に
基
づ
き
、
当
該
職
員
が
次
の
各
号
の
い

地
位
に
あ
る
者
に
よ
る
勤
務
成
績
の
証
明
に
基
づ
き
、
当
該
職
員
が
次
の
各
号
の
い

ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
各

ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
各

任
命
権
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

任
命
権
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

勤
務
成
績
が
優
秀
な
職
員

百
分
の
四
十
二
・
五
超
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ

一

勤
務
成
績
が
優
秀
な
職
員

百
分
の
四
十
五
超
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は

て
は
百
分
の
五
十
二
・
五
超
）

百
分
の
五
十
五
超
）



二

勤
務
成
績
が
良
好
な
職
員

百
分
の
四
十
二
・
五
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て

二

勤
務
成
績
が
良
好
な
職
員

百
分
の
四
十
五
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
百

は
百
分
の
五
十
二
・
五
）

分
の
五
十
五
）

三

勤
務
成
績
が
良
好
で
な
い
職
員

百
分
の
四
十
二
・
五
未
満
（
特
定
幹
部
職
員

三

勤
務
成
績
が
良
好
で
な
い
職
員

百
分
の
四
十
五
未
満
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ

に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
二
・
五
未
満
）

つ
て
は
、
百
分
の
五
十
五
未
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期末手当及び勤勉手当の運用について 新旧対照表

新 旧

３ 規則第３条第３号及び規則第６条第１項第５ ３ 規則第３条第３号及び規則第６条第１項第５

号の「人事委員会の定めるもの」は、期末手当 号の「人事委員会の定めるもの」は、期末手当

及び勤勉手当（これらに相当する給与を含む。 及び勤勉手当（これらに相当する給与を含む。

この項において同じ。）の支給について、給与 この項において同じ。）の支給について、給与

条例の適用を受ける職員としての在職期間の通 条例の適用を受ける職員としての在職期間の通

算を認めている国、行政執行法人（独立行政法 算を認めている国、行政執行法人（独立行政法

人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条 人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条

第４項に規定する行政執行法人をいう。）及び 第４項に規定する行政執行法人をいう。）及び

他の地方公共団体、独立行政法人（同法第２条 他の地方公共団体、独立行政法人（同法第２条

第１項に規定する独立行政法人で、同条第４項 第１項に規定する独立行政法人で、同条第４項

に規定する行政執行法人を除く。）、国立大学 に規定する行政執行法人を除く。）、国立大学

法人等（国立大学法人法（平成１５年法律第１ 法人等（国立大学法人法（平成１５年法律第１

１２号）第２条第１項に規定する国立大学法人 １２号）第２条第１項に規定する国立大学法人

及び同条第３項に規定する大学共同利用機関法 及び同条第３項に規定する大学共同利用機関法

人をいう。）、特定地方独立行政法人（地方独 人をいう。）、特定地方独立行政法人（地方独

立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第 立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第

２条第２項に規定する特定地方独立行政法人を ２条第２項に規定する特定地方独立行政法人を

いう。）並びに一般地方独立行政法人（地方独 いう。）並びに一般地方独立行政法人（地方独

立行政法人法第８条第１項第５号に規定する一 立行政法人法第８条第３項に規定する一般地方

般地方独立行政法人をいう。）の職員とする。 独立行政法人をいう。）の職員とする。

23 各任命権者は、規則第１３条第１項及び第１ 23 各任命権者は、規則第１３条第１項及び第１

３条の２第１項の規定により職員の成績率を定 ３条の２第１項の規定により職員の成績率を定

めるに当たつては、次の各号に掲げる職員の区 めるに当たつては、次の各号に掲げる職員の区

分ごとの勤勉手当の額の総額が当該各号に定め 分ごとの勤勉手当の額の総額が当該各号に定め

る額を超えない範囲内で定めるものとする。た る額を超えない範囲内で定めるものとする。た

だし、これによることが著しく困難であると認 だし、これによることが著しく困難であると認

められる特別の事情がある場合には、各任命権 められる特別の事情がある場合には、各任命権

者は、これらの規定及びこの項の規定の趣旨に 者は、これらの規定及びこの項の規定の趣旨に

照らし合理的に必要と認められる範囲内におい 照らし合理的に必要と認められる範囲内におい

て、別段の取扱いをすることができる。 て、別段の取扱いをすることができる。

一 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の 一 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の

区分に応じ、それぞれ次に定める額 区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 特定幹部職員以外の職員 各任命権者に (1) 特定幹部職員以外の職員 各任命権者に

所属する給与条例第１９条の４第１項の職 所属する給与条例第１９条の４第１項の職

員（特定幹部職員を除く。）の勤勉手当基 員（特定幹部職員を除く。）の勤勉手当基

礎額に同条第２項第１号に規定するそれぞ 礎額に同条第２項第１号に規定するそれぞ

れの月額の合計額を加算した額に１００分 れの月額の合計額を加算した額に１００分

の９０を乗じて得た額の総額 の９５を乗じて得た額の総額

(2) 特定幹部職員 各任命権者に所属する給 (2) 特定幹部職員 各任命権者に所属する給

与条例第１９条の４第１項の職員（特定幹 与条例第１９条の４第１項の職員（特定幹

部職員に限る。）の勤勉手当基礎額に同条 部職員に限る。）の勤勉手当基礎額に同条

第２項第１号に規定するそれぞれの月額の 第２項第１号に規定するそれぞれの月額の

合計額を加算した額に１００分の１１０を 合計額を加算した額に１００分の１１５を

乗じて得た額の総額 乗じて得た額の総額

二 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ 二 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ

、それぞれ次に定める額 、それぞれ次に定める額

(1) 特定幹部職員以外の職員 各任命権者に (1) 特定幹部職員以外の職員 各任命権者に



所属する給与条例第１９条の４第１項の職 所属する給与条例第１９条の４第１項の職

員（特定幹部職員を除く。）の勤勉手当基 員（特定幹部職員を除く。）の勤勉手当基

礎額に、１００分の４２．５を乗じて得た 礎額に、１００分の４５を乗じて得た額の

額の総額 総額

(2) 特定幹部職員 各任命権者に所属する給 (2) 特定幹部職員 各任命権者に所属する給

与条例第１９条の４第１項の職員（特定幹 与条例第１９条の４第１項の職員（特定幹

部職員に限る。）の勤勉手当基礎額に、１ 部職員に限る。）の勤勉手当基礎額に、１

００分の５２．５を乗じて得た額の総額 ００分の５５を乗じて得た額の総額


